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ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について

検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について
気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、
労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な
目的としたものです。
令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法改正によって、労働者
50人未満の小規模事業所においてもストレスチェックの実施が義務化と
なりました。職員の方はHPのスタッフ共有リンク（右上QRコード）から、
7月末迄に必ずご回答ください。【リンクに入るにはIDとPASSが必要です。】

（パネルディスカッション10）酒井望、吉田 豊、甲斐 正信、芝田 慶太郎
「透析の”これから”をつくる若手たちへ

ー技術・視点・未来をつなぐ実践型セッション in 福岡」
（一般演題）原祥一朗、他
   クリニックにおけるCEの腹膜透析業務への参入

 〜参入から3年経過しての現状と今後の展望〜

当医院の2名の臨床工学技士が学会で透析について熱く語ります。


